
 

瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

平成２２年９月３０日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第３３号 

瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年瀬戸市条例第９

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、法令に定めるもののほか、

廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

第１条 この条例は、法令に定めるもののほか、

廃棄物の処理および清掃に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（市民の協力義務） （市民の協力義務） 

第４条 土地又は建物の占有者（占有者がない場

合には、管理者とする。以下同じ。）は、その

土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境

の保全上支障のない方法で容易に処分すること

ができる一般廃棄物は、自ら処分するように努

めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物につ

いては、可燃物と不燃物を分別して、各別の容

器に収納し、市長が規則で定める粗大ごみ（以

下「粗大ごみ」という。）を所定の場所に集め

る等市長の指示する方法に従わなければならな

い。 

第４条 土地または建物の占有者（占有者がない

場合には、管理者とする。以下同じ。）は、そ

の土地または建物内の一般廃棄物のうち、生活

環境の保全上支障のない方法で容易に処分する

ことができる一般廃棄物は、自ら処分するよう

に努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物

については、可燃物と不燃物を分別して、各別

の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集め

る等市長の指示する方法に従わなければならな

い。 

 ２ 前項の容器には、有毒性、危険性その他収集 

 または処理作業に支障を及ぼすおそれのある物

を混入してはならない。 



 

 （収集又は運搬の禁止等）  

第４条の２ 第３条に規定する計画で定める所定

の場所に置かれた一般廃棄物は、市長及び市長

が指定する者以外の者が収集し、又は運搬して

はならない。 

 

２ 市長は、前項の規定に違反して、収集し、又

は運搬した者に対し、これらの行為を行わない

よう命ずることができる。 

 

 （一般廃棄物処理手数料）  （一般廃棄物処理手数料） 

第８条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処

分に関し、土地又は建物の占有者から、一般廃

棄物処理手数料（以下「処理手数料」とい

う。）を徴収する。 

第８条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関

し、土地又は建物の占有者から、一般廃棄物処

理手数料を徴収する。 

２ 処理手数料の種類、区分及び金額は、別表の

とおりとする。 

２ 前項の一般廃棄物処理手数料は、別表第１の

金額の範囲内で市長が定める。 

３ 処理手数料を徴収する基礎となる数量は、市

長の認定するところによる。 

３ 第１項の一般廃棄物処理手数料を徴収する基

礎となる数量は、市長の認定するところによ

る。 

４ 前項に規定するもののほか、処理手数料の徴

収方法については、市長が定める。 

４ 前項に規定するもののほか、第１項の一般廃

棄物処理手数料の徴収方法については、市長が

定める。 

 （一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料）  （一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料） 

第１１条 法第７条第１項の規定による一般廃棄

物収集運搬業若しくは同条第４項の規定による

一般廃棄物処分業又は浄化槽法（昭和５８年法

律第４３号）第３５条第１項の規定による浄化

槽清掃業の許可を受けようとする者は、申請の

際、次の区分による手数料（以下「許可申請手

数料」という。）を納入しなければならない。 

第１１条 法第７条第１項の規定による一般廃棄

物収集運搬業若しくは同条第４項の規定による

一般廃棄物処分業又は浄化槽法（昭和５８年法

律第４３号）第３５条第１項の規定による浄化

槽清掃業の許可を受けようとする者は、申請の

際、次の区分による手数料を納入しなければな

らない。 

 ⑴から⑶まで ＜省略＞  ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

 （手数料の還付）  

第１２条 既に納付した処理手数料及び許可申請

手数料は還付しない。ただし、市長は、特に必

要があると認めるときは、その全部又は一部を

 



 

還付することができる。 

 （手数料の減免）  （手数料等の減免） 

第１３条 市長は、特に必要があると認めるとき

は、処理手数料を減免することができる。 

第１２条 市長は、特別の理由があると認めると

きは、手数料または費用を減免することができ

る。 

 （環境衛生巡視員）  （環境衛生巡視員） 

第１４条 ＜省略＞ 第１３条 ＜省略＞ 

 （環境衛生審議会）  （環境衛生審議会） 

第１５条 市長の諮問に応じ、廃棄物の処理及び

清掃業務に関する重要事項を調査審議するた

め、瀬戸市環境衛生審議会を置く。 

第１４条 市長の諮問に応じ、廃棄物の処理およ

び清掃業務に関する重要事項を調査審議するた

め、市に環境衛生審議会を置く。 

２ 瀬戸市環境衛生審議会の所掌事務、組織、委

員の任命その他の事項については、規則で定め

る。 

２ 環境衛生審議会の所掌事務、組織、委員の任

命その他の事項については、規則で定める。 

（委任） （委任） 

第１６条 ＜省略＞ 第１５条 ＜省略＞ 

別表（第８条関係） 別表第１（第８条関係） 

種類 区 分 金 額 

し尿 

定額制 ＜省略＞ 

従量制 ＜省略＞ 

臨 時 ＜省略＞ 

粗大 

ごみ 
 １個につき  ８００円 

 

備考 ＜省略＞ 

種別 取扱区分 手 数 料 

し尿 

収集 

及び 

運搬 

定額制 ＜省略＞ 

従量制 ＜省略＞ 

臨 時 ＜省略＞ 

 

備考 ＜省略＞ 

附 則 

この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。ただし、第８条第２

項の改正規定は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内におい

て規則で定める日から施行する。 

 


